
 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器関係の強度計算書における 
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1. 概要 

  本資料は，Ⅴ-3-別添 6-1「炉心支持構造物の強度計算書」及びⅤ-3-別添 8「原子炉圧力容器ス

カートの強度計算書」において評価を実施している，応力の分類について説明する。 

 

2. 評価項目 

  Ⅴ-3-別添 6-1「炉心支持構造物の強度計算書」及びⅤ-3-別添 8「原子炉圧力容器スカートの強

度計算書」において評価を実施している項目について，通商産業省告示第 501号「発電用原子力

設備に関する構造等の技術基準」（以下「告示第 501号」という。）に記載されている応力強さの

限界は，次頁に示すとおりとなる。 

 

「一次曲げ応力」と組み合わせて評価を行う応力の分類は，炉心支持構造物においては，告示

第 501号第 96条に基づき「一次一般膜応力」で評価を行う。原子炉圧力容器スカートにおいては，

告示第 501号第 88条に基づき，第 1種容器の規定に準じて評価を行うため，一次一般膜応力，一

次局部膜応力を含んだ「一次膜応力」で評価を行う。 

一次応力は，告示第 501号第 2条解説に記載されているとおり，「一般膜応力」「曲げ応力」

「局部膜応力」に細分され，強度計算書では，各応力を適切に組み合わせて評価を行っている。 
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○告示第 501号 第 1章（総則） 第 2条より一部を抜粋 
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○告示第 501号 第 2章（第 1種容器） 第 13条より一部を抜粋 
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○告示第 501号 第 17章（炉心支持構造物） 第 96条より一部を抜粋 

 

  

    

 

 

 

 

以上 

 


